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自己情報の訂正・削除・中止請求の不承諾に対する審査 
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平成２８年１２月２８日付け２８墨総法第１３９号による諮問に

ついて、別紙のとおり答申します。 
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諮問番号：平成２８年度諮問第１号 

 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 

審査請求人からの自己情報の訂正・削除・中止請求に対して墨田区長

（以下「諮問庁」という。）が行った決定処分は、妥当である。 

 

第２ 審査請求及び諮問の経緯 

１ 審査請求人は、平成２８年７月１９日付けで諮問庁に対し、墨田区個人情

報保護条例（平成２年墨田区条例第１９号。以下「条例」という。）第２１

条第１項の規定に基づき、以下のとおり自己情報の訂正・削除・中止請求を

行った。 

⑴ 滞納者実態調査票の様式から本籍地・筆頭者欄を削除し、戸籍の調査を

中止すること。 

本籍地及び筆頭者は個人情報の最たるものである。税の徴収には現住所

の把握は必要であるが、本籍地の調査は行政行為の職権濫用であり問題で

ある。 

⑵ 交渉経過一覧表の自己情報の訂正及び削除 

ア 交渉経過一覧表（平成２８年６月２４日作成）では、平成１９年７月

２７日以降の住所及び担当者が全て同一である。日付に応じた住所及び

担当者に訂正すること。 

イ 平成２１年６月１６日及び平成２２年１月１８日付け記録内容に本

人来庁とあるが、墨田区役所を訪問した事実はないため削除すること。 

また、これに関連する平成２１年８月１２日付け分納不履行通知欄を

削除すること。 

ウ 平成２４年１０月６日付け記録内容に家族（父）から電話有とあるが、

同日は土曜日であり、電話がある旨の約束の記録も無いことから同日に

電話があったとは到底考えられない。事実と異なる部分を訂正し、又は

別 紙 



そのような事実が無ければ削除すること。 

２ なお、１⑴の滞納者実態調査票及び１⑵の交渉経過一覧表は、平成２８年

５月３０日付けの自己情報開示請求に対して同年６月２９日付け２８墨区

税第６１６号により一部開示された文書である。 

３ 諮問庁は、１の自己情報の訂正・削除・中止請求に対して次のとお

り決定し、平成２８年８月１８日付けで自己情報訂正・削除・中止決定通知

書（２８墨区税第９２４号）を審査請求人に送付した。 

１⑴ 不承諾 

滞納者実態調査票の様式上の本籍地・筆頭者欄そのものについては自己

情報ではなく、また、滞納者実態調査票に記載される情報については国税

徴収法第１４１条及び地方税法第２０条の１１の規定による調査に基づ

くものであり、条例第６条、第７条、第８条第１項、第９条第１項若しく

は第２項又は第１３条の規定に違反して収集され、又は記録されているも

のではないため、削除を要しない。 

なお、戸籍の調査の中止請求は目的外利用の中止請求において請求する

ことができるものではないため、中止することはできない。 

１⑵ア 不承諾 

交渉経過一覧表を印刷する滞納整理支援システムは、当該一覧表の過去

の住所及び担当者氏名が現在の住所及び担当者氏名に置き換わる仕様に

なっており、現在の住所及び担当者氏名の内容は事実であるため、訂正を

要しない。 

１⑵イ 不承諾 

平成２１年６月１６日及び平成２２年１月１８日付け記録内容にある

本人来庁の事実及び平成２１年８月１２日付け記録内容にある分納不履

行通知発送の事実は、条例第６条、第７条、第８条第１項、第９条第１項

若しくは第２項又は第１３条の規定に違反して収集され、又は記録されて

いるものではないため、削除を要しない。 

また、当該事実が誤りであると認める根拠はないため、訂正を要しない。 

 



１⑵ウ 不承諾 

平成２４年１０月６日に本人の父親から電話があった事実が誤りであ

ると認める根拠がなく、訂正を要しない。また、当該事実は条例第６条、

第７条、第８条第１項、第９条第１項若しくは第２項又は第１３条の規定

に違反して収集され、又は記録されているものではないため、削除を要し

ない。 

なお、同日は休日納税・相談窓口により納税係の窓口を開庁しており、

電話相談を受け付けていた。 

４ 審査請求人は、当該決定を不服とし、不承諾を改め承諾とすることを求め

る審査請求書を平成２８年１０月３１日付けで郵送し、同年１１月２日に諮

問庁に到達した。 

５ 諮問庁は、条例第２５条第２項の規定に基づき、平成２８年１２月２８日

付けで弁明書の写しを添えて当審査会に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張 

審査請求人は、審査請求書（平成２８年１０月３１日付け）及び意見書（平

成２９年１月３０日付け）において、次のとおり不承諾決定処分を取り消し、

承諾するよう求めている。 

１ 審査請求の趣旨 

諮問庁が平成２８年８月１８日付けで審査請求人に対して行った自己情

報の訂正・削除・中止請求の不承諾決定処分を取り消し、承諾することを求

める。 

２ 審査請求の理由 

⑴ 墨田区税務課の社会規範に反した滞納整理に異議がある。それは税の公

平と言って、滞納者の実態を把握することなく、強引（恐喝紛い）かつ人

権を無視した不必要な戸籍調査も実施するなどした税の徴収である。また、

国税徴収法に抵触すると思われる滞納処分も行われた。 

⑵ 第２の１⑴について、国税徴収法第１４１条の質問及び検査は必要と認

められる範囲内ですることができる。地方税法第２０条の１１の官公署等



への協力要請は、協力を求めることができるだけの規定である。税の徴収

に不必要な本籍地・筆頭者の戸籍調査が問題であり、国税徴収法第１４１

条及び条例第６条の適正な収集に抵触している。 

現住所の把握は住所地の自治体への照会だけで済むことから、当該収集

は削除請求に対する決定の審査基準の削除の対象となる場合に該当する。 

また、滞納者が戸籍の筆頭者でない場合は、滞納者以外を調査している

ことになる。単身でない場合は家族も含まれるケースもあり滞納者（納税

義務者）以外を調査するのは、法及び条例に抵触する。 

戸籍の附票は、異動履歴が一括で分かるからという効率性を理由に取得

できるものではない。行政の裁量権の範囲を逸脱している。 

⑶ 第２の１⑵アについて、公文書の記録である以上、事実に基づき正確に

記載するべきである。なお、訂正請求に対する決定の審査基準に「事実」

とは「住所、氏名・・・等客観的に判断できる事項をいう」とあり、訂正

請求の対象となる「自己情報の事実の記録に誤りがある」ときに該当する。 

「システムの仕様」と言うことは、事実の解明をはぐらかしたい、事実

を明らかにしたくない、隠蔽したいという思いから意図的に書き換えてい

ると解されても仕方のない言い訳である。 

⑷ 第２の１⑵イ及びウについて、事実かどうかが争点であるが、本人来庁

の事実はない。応対職員等への事情聴取など検証しようともしていない。

多くの自治体で取得している分納誓約書等を１回目も、更に１回目が不履

行となった２回目も取得がない。来庁がなかったから取得ができなかった

と判断することができる。 

また、弁明書では来庁の根拠が示されていない。 

 

第４ 諮問庁の説明要旨 

諮問庁は、弁明書（平成２８年１２月２２日付け）及び口頭理由説明（平成

２９年１月２４日聴取）において、本件審査請求に係る自己情報の訂正・削除・

中止請求の不承諾決定処分には、違法又は不当な点はないと主張している。 

その理由は、以下のように要約される。 



１ 第２の１⑴について、滞納者実態調査票に記載する情報は、国税徴収法第

１４１条の規定及び地方税法第２０条の１１の規定により収集され、記入さ

れる。 

墨田区民である場合又は墨田区から次の転出先に住所を有する場合は、住

所を把握することができるため本籍地の情報は不要であり、当該欄は空欄に

なっている。しかし、さらに転出があると墨田区では住所を把握することが

できなくなり、戸籍の附票の取得が必要となる。 

また、筆頭者については、戸籍制度上、同じ住所に本籍を置くことができ

るので、戸籍を特定するためには筆頭者の情報が必要になる。筆頭者の情報

がなければ、戸籍の判別をすることができない。 

２ 第２の１⑵アについて、滞納整理支援システムは、当時の住所及び担当者

氏名が現在の住所及び担当者氏名に置き換わる仕様である。なお、滞納整理

支援システムは当該仕様で販売されており、墨田区独自の仕様ではない。 

３ 第２の１⑵イについて、審査請求人は、「訪問した事実はない」と記す以

外に当該事実が誤りであるという根拠を示していない。 

分納誓約書については、その取得や提出を義務付ける法令は存在せず、墨

田区でも全ての来庁者から分納誓約書を取得する運用は行っていないため、

その取得の有無をもって来庁の事実の有無の判断をすることはできない。 

４ 第２の１⑵ウについて、審査請求人は、当該事実が誤りであるという根拠

を示していない。 

５ また、自己情報の「訂正請求」、「削除請求」及び「目的外利用及び外部

提供の中止の請求」に対する決定の審査基準に照らしても、当該不承諾の決

定に違法又は不当な点はない。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 審査請求人は、滞納者実態調査票の様式から本籍地・筆頭者欄を削除する

ことを求めているが、自己情報の削除請求は、条例第１９条第１項各号のい

ずれかに該当すると認めるときに行うことができるものであるところ、そも

そも同欄それ自体は自己情報には当たらず、削除請求の要件を欠くと判断す



るのが相当である。 

また、審査請求人は、「現住所の把握」は住所地の自治体への「現住所の

照会」だけで済むはずであり、本籍地・筆頭者を調査することは、国税徴収

法第１４１条（質問及び検査）の「その必要と認められる範囲内において」

及び条例第６条（適正な収集）の「必要な場合に限り、かつ、個人情報の利

用目的を可能な限り特定しなければならない」との規定に抵触していると主

張する。 

審査請求の趣旨を、審査請求人本人に関する本籍地及び筆頭者の記載を削

除することを求めたと解した場合でも、墨田区外への転出後に住所を何か所

も移転しているときなどは、個別に移転先の自治体をたどるとすれば照会に

相当の時間を要し、滞納税の徴収のように迅速性が求められる手続には適切

ではないから、戸籍の附票を取得することには合理性が認められる。墨田区

税務課では、本件のように必要と認められる場合に限って戸籍の調査を行っ

ているのであって、条例第６条の規定に違反しているとは言えない。なお、

本件の戸籍の調査は、国税徴収法第１４１条ではなく、地方税法第２０条の

１１の規定によるものである。 

２ 審査請求人は、交渉経過一覧表が公文書の記録である以上、住所及び担当

者氏名につき事実に基づき正確に記載するべきで、交渉時点の住所及び担当

者氏名とすべきとする。交渉経過一覧表の元データとなる滞納整理支援シス

テムは、租税徴収事務の遂行を目的として構築されたものであるところ、同

一覧表には、交渉の日時、交渉の経過、その際の対応者にあっては元々のデ

ータが表示されるが、当該滞納者の住所及び担当者欄にあっては、滞納者の

住所及び担当者に変更があったときに、その都度新しいデータに更新され、

現時点の現住所及び担当者が表示されるようにプログラムされている。それ

は、当該システムが元々滞納税の徴収に必要な範囲の情報を記録することを

目的とし、過去の事実経過の全ての記録を残すことを目的としたものではな

いためであって、滞納者の住所や担当者については、最新のデータを把握す

ることができれば十分であり、必ずしも過去の時点の住所や担当者の履歴情

報を必要としているわけではない。そして、少なくとも交渉経過一覧表とし



て印刷された時点における滞納者の住所やその時点の担当者の表示は、事実

に反したものではないのであるから、特にこれらを訂正しなければならない

理由はない。 

３ 審査請求人は、交渉経過一覧表の平成２１年６月１６日及び平成２２年１

月１８日に本人が「来庁した」という記載について、根拠が示されていない

ので事実と異なるとする。区では分納誓約書を取る場合があることを認めて

おり、１回目が不履行となったにもかかわらず２回目の来庁時にも同誓約書

を取らないのは不自然である、分納誓約書がないということは、「来庁がな

かった」という事実を証明するものであると主張する。 

交渉経過一覧表上の平成２１年６月１６日の欄には、「本人来庁」と記載

されており、「⑳２１含め分割相談。結果本税1年延滞金その後で合意。・・・」

との記載がある。また、平成２２年１月１８日の欄にも「本人来庁」とあり、

「○○に帰ることになったので転出の件とあわせて来ました。払う気はある

のですが・・・」との記載がある。本人が来庁することに特段の支障は認め

られず、区職員との具体的なやり取りまで記録されていることからも、本人

が来庁して話し合いをした事実を十分推測させるものであり、それを覆すよ

うな証拠はない。 

分納誓約書については、平成２８年１２月２２日付け弁明書にも記載され

ているとおり、分納誓約書の提出を義務付ける法令は存在せず、区でも全て

の来庁者から分納誓約書を取得する運用を行っている訳ではない。取得する

か否かについてはその時々の来庁者の態度や支払計画の現実性によって、臨

機応変に決定されていると思料される。交渉経過一覧表の記載からすると、

２回目の来庁時の、仕事も見つかっておらず、分割支払の予定も立たないと

の本人の弁解から、いまだ書面化する段階ではないと区が判断したとすれば、

本人が来庁したにもかかわらず、分納誓約書の取得がないとしてもことさら

不自然であるとは言えない。 

また、家族から電話があったかどうかについてであるが、交渉経過一覧表

上の平成２４年１０月６日の欄には、「家族から電話有」、「父。「手紙が来た

けど相変わらず行方不明なんです。もうちょっと待って・・・」」と記載が



あり、同年１０月１１日の欄にも「家族から電話有」、「父。「連絡取れな

い。・・・」」と記載がある。審査請求人は、平成２４年１０月６日は土曜日

であったので電話をすることは考えられないと主張するが、当日は休日納

税・相談窓口により電話相談を受け付けていたのであって、交渉経過一覧表

上に具体的な会話内容まで記録されていることからすると、実際に電話が

あったことを十分にうかがわせるものであり、その事実を疑わせる証拠はな

い。 

したがって、来庁や電話の事実について、誤りであると認めるに足りる証

拠はなく、訂正や削除を要しない。 

４ 以上のことから、滞納者実態調査票の様式から本籍地・筆頭者欄を削除し、

戸籍の調査を中止すること並びに交渉経過一覧表の自己情報を削除し、及び

訂正することを趣旨とする審査請求人からの請求に対し、諮問庁がいずれも

不承諾とした決定処分は、「第１ 審査会の結論」のとおり、妥当であると

判断する。 

 

第６ 審査の経過 

審査会は、本件諮問について、以下のように審査した。 

平成２８年１２月２８日 ・諮問 

平成２９年１月２４日 

（第１回審査会） 

・諮問庁から口頭による説明を聴取 

・審査 

平成２９年２月１日 ・審査請求人から意見書を収受 

平成２９年２月２７日 

（第２回審査会） 

・審査 

平成２９年３月３１日 

（第３回審査会） 

・審査 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

礒 野 弥 生、安 達 和 志、阿 部 博 道、木ノ内 建 造、高 畠 敏 秀 


